
生駒市規則第３８号 

生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年９月３日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則 

生駒市庁舎管理規則（昭和５６年１０月生駒市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３号から第５号までを削る。 

 第４条第１項の表第３別館の項を削る。 

 別表第２中「第１応接室、第２応接室、第３応接室」を「応接室」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


